
 

大和市介護保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成３０年３月２９日 

大和市長 大 木  哲 

 

大和市条例第８号 

大和市介護保険条例の一部を改正する条例 

 大和市介護保険条例（平成１２年大和市条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

第６条第１項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度から平成３

２年度まで」に改め、同項第１号及び第２号中「２９，７６０円」を「３４，１９２円」

に改め、同項第３号中「４１，６６４円」を「４７，８６９円」に改め、同項第４号

中「４４，６４０円」を「５１，２８８円」に改め、同項第５号中「５３，５６８円」

を「６１，５４６円」に改め、同項第６号中「５９，５２０円」を「６８，３８５円」

に改め、同項第７号中「６８，４４８円」を「７８，６４２円」に改め、同号ア中「い

う。」の次に「ただし、租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１

項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３

５条第１項、第３５条の２第１項又は第３６条の規定の適用がある場合には、当該合計

所得金額から令第３８条第４項に規定する特別控除額を控除して得た額とする。」を加

え、同号イ中「生活保護法」の次に「（昭和２５年法律第１４４号）」を加え、「又は第

１１号イ」を「、第１１号イ、第１２号イ、第１３号イ、第１４号イ又は第１５号イ」

に改め、同項第８号中「７４，４００円」を「８５，４８１円」に改め、同号イ中「又

は第１１号イ」を「、第１１号イ、第１２号イ、第１３号イ、第１４号イ又は第１５号

イ」に改め、同項第９号中「８９，２８０円」を「１０２，５７７円」に改め、同号ア

中「４，０００，０００円」を「３，０００，０００円」に改め、同号イ中「又は第１

１号イ」を「、第１１号イ、第１２号イ、第１３号イ、第１４号イ又は第１５号イ」に改め、

同項第１２号中「１１９，０４０円」を「１７０，９６２円」に改め、同号を同項第１６号とし、

同項第１１号中「１１６，０６４円」を「１３３，３５０円」に改め、同号イ中「部分を除く。）」

の次に「、次号イ、第１４号イ又は第１５号イ」を加え、同号を同項第１２号とし、同

号の次に次の３号を加える。 

(13) 次のいずれかに該当する者 １４０，１８９円 

ア 合計所得金額が８，０００，０００円以上１０，０００，０００円未満であり、



 

かつ、前各号のいずれにも該当しない者 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額

を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項第１

号イ（（１）に係る部分を除く。）、次号イ又は第１５号イに該当する者を除く。） 

(14) 次のいずれかに該当する者 １４７，０２７円 

ア 合計所得金額が１０，０００，０００円以上１５，０００，０００円未満であ

り、かつ、前各号のいずれにも該当しない者 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額

を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項第１

号イ（（１）に係る部分を除く。）又は次号イに該当する者を除く。） 

(15) 次のいずれかに該当する者 １５７，２８５円 

ア 合計所得金額が１５，０００，０００円以上２５，０００，０００円未満であ

り、かつ、前各号のいずれにも該当しない者 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額

を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項第１

号イ（（１）に係る部分を除く。）に該当する者を除く。） 

第６条第１項第１０号中「９８，２０８円」を「１１６，２５４円」に改め、同号イ

中「又は次号イ」を「、次号イ、第１３号イ、第１４号イ又は第１５号イ」に改め、同

号を同項第１１号とし、同項第９号の次に次の１号を加える。 

(10) 次のいずれかに該当する者 １０９，４１６円 

ア 合計所得金額が３，０００，０００円以上４，０００，０００円未満であり、

かつ、前各号のいずれにも該当しない者 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額

を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項第１

号イ（（１）に係る部分を除く。）、次号イ、第１２号イ、第１３号イ、第１４号

イ又は第１５号イに該当する者を除く。） 

第６条第２項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度から平成

３２年度まで」に、「２６，７８４円」を「３０，７７３円」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 



 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の第６条の規定は、平成３０年度分以後の保険料について適

用し、平成２９年度分までの保険料については、なお従前の例による。 


